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被告は，本準備書面において．本件文書 1 の不開示部分に係る不開示決定が適法

であることについて，原告の平成 2 8 年 6 月 3 0 日付け準備書面（1) （以下「原告

準備書面（1) 」という。），原告の平成 28 年 7 月 1 1 日付け準備書面（2) （以下「原

告準備書面（2) 」という。）に対し必要に応じて反論するとともに従前の主張を

補充する。

なお，略語等は，本準備書面において新たに用いるほかは，従前の例による。

第 1 情報公開法 5 条 3 号所定の「おそれ」の解釈と立証責任

1 原告の主張

原告は，東京高等裁判所平成 2 6 年 7 月 2 5 日判決（以下「東京高裁平成 2

6 年判決」という。）を引用し，同判決は「『判断の公正妥当を担保するに足

りる，可能な限り具体的な事実関係に基づく合理的な根拠を［被告がJ示すこ

とを要する』としている。」，「各論的な判断においては，これらの「おそれ」

の類型（引用者注：情報公開法 5 条 3 号に定める「国の安全が害されるおそれ」，

「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」及び「他国若しく

は国際機関との交渉上不利益を被るおそれJ)に応じて，『同条 3 号所定のお

それがあると合理的に判断する根拠があることを証明する必要がある』」と主

張する（原告準備書面 (1) 第 3(/)3 • 1 0 ないし 1 4 ページ）。

2 被告の反論

(1) 情報公開法 5 条 3 号所定の「おそれ」は，行政機関の長の第一次的な判断

を導重し，その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであ

るかを判断すぺきであること

しかしながら，情報公開法 5 条 3 号は，我が国の安全，他国等との信頼関

係及び我が国の国際交渉上の利益を確保することは，国民全体の基本的な利

益を擁護するために政府に課された重要な責務であって，同法においてもこ

れらの利益を十分に保護する必要があることから，設けられた規定である（総

-4 -



2016年 12 月 13 日 18 時 0 5 分 舷譴局閾欝9 NO. 1485 P. 6 

務省行政管理局「詳解情報公開法」 6 0 ページ）。そして，被告準備書面（I)

第 3 の l (I) (I l 及び 1 2 ページ）で述べたとおり，同号に規定された情

報は，一般の行政運営に関する情報とは異なり，その性質上，開示・不開示

の判断に高度の政治的判断を伴うこと，我が国の安全保障上又は対外関係上

の将来予測としての専門的·技術的判断を要することなどの特殊性が認めら

れることから，同号は，行政機関の長がした判断について広く裁呈権を認め

た趣旨の規定であり，司法審査の場においては，裁判所は，同号に規定する

情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊重

し，その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか

（「相当の理由Jがあるか）どうかを審理・判断することが適当である。こ

のことは，情報公開法 5 条 1 号， 2 号イ， 5 号及び 6 号の規定が「•••おそれ

があるもの」となっているのに対し，同条 3 号が「…おそれがあると行政機

関の長が認めることにつき相当の理由がある情報jとなっていることの違い

からも明らかである。

この点，東京高裁平成 26 年判決は，行政庁に広範な裁呈を委ねる趣旨で

はなく，法規の目的に従って所定の権限を適法に行使すべきものとしての限

定を付する趣旨であるとした上，情報公開法 5 条 3 号所定のおそれがあると

認めることにつき相当の理由があることについてあたかも被告に主張立証寅

任があるかのような判示をしているが，そのような判断であるとすれば，J:

記のような立法趣旨，行政庁の長の判断の専門性・技術性，同条の他の条項

の文言との違い等を軽視しているといわざるを得ない。また，東京高裁平成

2 6 年判決は，上記のような判断の根拠として，平成 I 7 年法律第 5 5 号に

よる改正前の旅券法（以下「平成 I 7 年改正前旅券法」という。） I 3 条 1

項 5 号の解釈に関する最高裁判決（最高裁昭和 44 年 7 月 I I 日第二小法廷

判決·民集 2 3 巻 8 号 I 4 7 0 ページ）を挙げるが，平成 I 7 年改正前旅券

法 1 3 条 1 項 5 号は「外務大臣において，著しく且つ直接に日本国の利益又
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は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者J

（下線引用者）に対して外務大臣が旅券の発給等をしないことができるとの

規定であるところ，上記規定は，文言上「著しく直接に」との限定が付され

ており，他方，情報公開法 5 条 3 号の「おそれ」には上記のような限定が付

されていないから，両者では行政機関の長ないし外務大臣が認める「おそれ」

の程度ないし内容が異なるというぺきである。むしろ，被告準備書面 (I) 第

3 の 1 (I) (1 3 ページ）で述べたように，情報公開法 5 条 3 号の文言は，

最高裁判所昭和 5 3 年 1 0 月 4 日大法廷判決が，「在留期間の更新を認める

に足りる相当の理由がある」かどうかの判断に法務大臣の広い裁蓋を認めた，

出入国管理及び難民認定法 2 1 条 3 項の規定の文言を参考に立法されたもの

であるから，平成 1 7 年改正前旅券法 1 3 条 1 項 5 号と情報公開法 5 条 3 号

を同列に論じることは適切でない。

また，情報公開法 5 条 3 号の解釈に関して東京高裁平成 2 6 年判決と同旨

の最高裁判決はなく，むしろ，最高裁判所は，同号と同様の規定ぶりである

情報公開条例の規定（「…おそれがあると実施機関が認めることにつき相当

の理由がある情報」）に関する事案につき，被告主張と同趣旨の判示をして

いる（最高裁平成 1 9 年 5 月 2 9 日第三小法廷判決・集民 224 号 4 6 3 ペ

ージ，最高裁平成 2 1 年 7 月 9 日第一小法廷判決・集民 2 3 1 号 2 1 5 ペー

ジ）。また，東京高裁平成 2 6 年判決の後に言い渡された同号の解釈に関す

る裁判例においても，行政機関の長の第一次判断を尊重し，その判断が合理

的なものとして許容される範囲内であるかどうかが審理されるべきであっ

て，同号に該当する旨の行政機関の長の判断が社会通念上合理的なものとし

て許容される限度を超えない限り，裁呈権の範囲の逸脱又はその濫用があっ

たものとは詔められないとして，当該不開示決定は適法とされている（東京

高等裁判所平成 2 8 年 5 月 1 8 日判決（平成 27年（行コ）第 4 5 1 号・判

例集未登載（乙第 1 2 号証）），東京地方裁判所平成 2 7 年 1 1 月 2 6 日判
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決（平成 2 7 年（行ウ）第 4 3 1 号・判例集未搭載（乙第 1 3 号証）〔乙第

1 2 号証の原審）），大阪高等裁判所平成 2 8 年 6 月 2 9 日判決（平成 2 7 

年（行コ）第 1 2 1 号・判例集未登載（乙第 1 4 号証）））．

(2) 立証責任は原告が負うこと

そして，立証責任については，被告準備書面 (I) 第 3 の 1 (2) イ (1 3 及び

1 4 ページ）で述べたとおり，不開示情報該当性の判断に至る過程で行政機

関の長が行った各段階における当該行政機関の長の裁量権の行使に逸脱·濫

用があったことを基礎づける具体的事実について，原告がその主張立証巽任

を負うものと解すべきである（名古屋高等裁判所平成 1 7 年 3 月 1 7 日判決

．訟務月報 5 2 巻 8 号 2446 ページ，前掲東京高裁平成 2 8 年 5 月 1 8 日

判決及び同大阪高裁平成 28 年 6 月 2 9 日判決参照）。

なお，被告は，原告が上記の主張立証を行うために必要な限度で，行政機

関の長が認定した前提事実の内容，当該認定事実の情報公開法 5 条 3 号の要

件への当てはめ，その要件充足性の判断に基づく当該不開示情報に該当する

との認定（評価）の概略を明らかにする必要はある。しかし，このことは，

上記の各事項について被告が主張立証責任を負うことを意味するものではな

く，飽くまで，原告が裁量の逸脱·濫用を基礎づける事実を具体的に主張立

証するために，被告がその前提となるべき事項を指摘するにすぎないもので

ある（前掲名古屋高裁平成 1 7 年 3 月 1 7 日判決，同東京高裁平成 2 8 年 5

月 1 8 日判決及び同大阪高裁平成 28 年 6 月 2 9 日判決参照）。

その上で，実際の判断においては，原告の主張立証を踏まえた上で，情報

公開法 5 条 3 号の「おそれ」があると行政機関の長が認めることにつき，相

当の理由があるか，すなわち合理性を持つ判断として許容される限度内のも

のであるかの検討が重要である。

第 2 本件文書 1 の各不開示部分につき不開示情報該当性が認められること

" 7 -



2016年 12 月 13 日 18 時 0 5 分 舷譴局閾欝9 NO. 1485 P. 9 

1 本件文書 1 の作成目的（本件検証の目的）

(1)本件文書 1 を作成した目的，すなわち，本件検証の目的は， 2003 年（平

成 1 5 年） 3 月以降の米国，英国等による対イラク武力行使を支持するに至っ

た外務省内における当時の検討·意思決定過程を改めて検証し，今後の政策

立案・実施に役立てることにあった。そして．本件検証を行い，本件文書 1

を作成する過程においては，その取扱いに留意する必要がある情報を整理す

るとともに，当時の公電，調書等の多数の関連書類の収集及び当時の省内関

係者へのインタビュー等を行い，我が国が行った情報収集及び分析の具体的

手法，情報収集内容，我が国が当時判断を行う上で重視した視点，論点，関

心事項を調査，確認したものである。

(2) しかるに，本件検証を行うに当たって調査，確認された上記の諸点につい

て明らかになれば．情報収集に関わる他国等との信頼関係が損なわれるおそ

れ，今後我が国の安全を維持するための必要な情報収集に支障が出る可能性

が大きいことが容易に想定される上，他国等が我が国の情報収集·分析能力

等を推察することが可能となるだけでなく，将来的に類似の事案が発生し，

我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，関係国が我が国の

今後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動を行う

ことが可能となるため，これらの他国との交渉上不利益を被るおそれ及び我

が国の安全が害されるおそれがある。そのため，本件検証に係る報告書であ

る本件文書 1 は，非公開を前提とした議輪に基づいて作成されたものである。

2 現下の国際情勢に鑑みれば，いずれかの国が武力行使に至る事態が起こり．

我が国としての立場政策を定める必要が生じることが十分に想定されること

(1)上記 1 (2) で述べた「類似の車案」とは，いずれかの国が武力行使を行う

場合であって，我が国としての立場・政策を定める必要を生じさせる程度及

び我が国としての立場・政策を定めるに当たっての考慮事項等について，対

イラク武力行使の場合と一定程度の類似性が認められる場合を指している。
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武力行使が実際に行われており，これに対する我が国としての立場・政策

を実際に策定しているという現下の国際情勢及び我が国の対応に鑑みれば，

将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ可能性は実際に存在しており，これ

に対する我が国の立場・政策を策定する必要に迫られるという状況もまた＋

分に想定されるところであって，いずれかの国が武力行使に及ぶ事態が生じ，

これに対する我が国としての立場・政策を策定するという類似の事案が発生

した場合を考慮することは当然である。そして，このような類似の事案が発

生する事態を想定した場合，我が国としての立場・政策を策定するに当たっ

て我が国が行った情報収集の具体的手法，情報収集内容，我が国が重視した

視点，論点，関心事項が関係国に対して明らかになれば，関係国との交渉上

不利益を被ることは明らかである。

(2) 上記の「関係国」とは，上記 (1) で述ぺた類似の事案において武力行使に

及ぶ国及びその対象となる国に加えて，武力行使が発生した場合に，安全保

障面等で重大な脅威にさらされるなど，当該武力行使に関して直接的な利害

関係を有する国や，当該武力行使につき直接的な関係を有しないとしても，

自国を取り巻く情勢や歴史的経緯等様々な側面を理由に利害関係を有する国

を指す。

武力行使が実際に行われている現下の国腺情勢に鑑みれば，武力行使を行

う主体及び武力行使の対象について明確な予測を行うことは困難である一

方，現代において，武力行使に関する問題は国際社会にとって，規範的な観

点からも含め最も重要な論点の一つであり，また，現在の国際環境や国際社

会において諸国が従うべき規範が，立場や利害，主義・主張を異にする様々

な国等の間で行われる不断の外交実践の累積の上に成り立っていることに鑑

みれば，いずれかの国が武力行使に及ぶという事能が生じた場合，当該武力

行使に直接関わらない国であっても，その国を取り巻く情勢や歴史的経緯等

様々な側面から利害関係を持ち得るし，そのために当該武力行使に関して積
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極的な外交活動を展開することが想定されるのである。

このように，いかなる国がいかなる国等に対して武力行使に及ぶのかを明

確に予測するのは不可能であり．その一方で，武力行使に関しては様々な国

等が利害関係を持つことがあり得，そのために利害関係を有する様々な国が

武力行使に関して積極的な外交活動を展開することが想定される中で，我が

国が対イラク武力行使を支持するという当時の判断を行う上で重視した視

点，論点，関心事項等が明らかとなれば，それを用いて関係国が我が国の今

後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動を行うこ

ととなるおそれは，現実的なものとなる。

(3) これに対し，原告は．東京高裁平成 2 6 年判決の判断手法につき言及しつ

つ，東京高裁平成 26 年判決においては「『他国』について具体的国名をあ

げ，それらの国による過去の実際の言動に照らして，『交渉上不利益を被る

こととなる蓋然性』を裁判所自らが判断して」おり，「このような 2 0 1 4 

年日韓会談高裁判決が採用した判断の枠組みは．本件訴訟においても踏襲さ

れるぺき」と主張する（原告準備書面 (2) • 4, 5 及び 7 ページ）。

しかしながら．東京高裁平成 26 年判決比主に財産・請求権問題や竹島

問題に係る資料の開示が問題となっており，我が国が今後の交渉上不利益を

被るおそれのある・「他国」として主に韓国，北朝鮮しか想定されない事案で

あるのに対し，対イラク武力行使の類似の事案（上記（1)) については，上

記 (2) で述べたとおり，いかなる国がいかなる国等に対して武力行使に及ぶ

のかを明確に予測するのが困難であり，その一方で，武力行使に関しては様

々な国が利害関係を持ち得るのであり，それゆえ，利害関係を有する様々な

国が武力行使に関して積極的な外交活動を展開することが想定されるので

あって．「他国」として想定されるのが特定の国に限られるというものでは

ない。このように，武力行使の問題に関しては国際社会における錯綜した利

害関係を考慮に入れる必要があり，この点で東京高裁平成 2 6 年判決の事案
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とは著しく事情を異にする。

以上の点に照らせば，本件において，我が国が交渉上不利益を被るおそれ

のある相手方，また，自国を利する形での効果的な外交活動を行うこととな

る主体である「関係国」．「他国」を具体的に述べることは不可能であるか

ら，原告の主張は失当である。

3 本件文書 1 の各不開示部分における不開示情報該当性

(1) 1 ページ 2 1 行目 1 7 文字目から 22行目まで及び参考資料 3 に係る不開

示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該各不開示部分には，本件検証を行うに当たって外務省が参考にした

各種資料の数，作成時期及び資料の内容を示す標目が記載されている。

なお，文書の内容を示す標目には，情報収集先，収集した情報内容を示

す標目もあり，その中には関係国・機関の高官の氏名を記したものが複数

含まれている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）原告は，登料の「種類，性質，数を明らかにすることが直ちに政府の

情報収集能力を明らかにすることにはならない」．「参考にした蛮料の

数と標目だけで，検討・意思決定の過程の概略が明らかになるなど（ママ）

いうことは通常あり得ないJと主張する（原告準備書面 (2) 第 3 の 1 (2) 

• 9 及び 1 0 ページ）。

しかしながら，不開示部分に含まれる資料の内容を示す標目を参照す

れば．情報収集先や収集した内容を把握することができることから．我

が国政府の情報源・情報収集能力が明らかとなる。また，上記アのとお

り，不開示部分には作成時期及び登料の内容を示す標目が記載されてい

ることから，情報収集先や収集した内容と併せて，対イラク武力行使の

問題に関する検討・意思決定のために作成された資料の内容及び作成時
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期をある程度把握することができ，対イラク武力行使の問題に係る検討

・意思決定過程の概略が明らかとなる。したがって，当該不開示部分に

係る情報を公にすることにより，将来的にいずれかの国が武力行使に及

ぶ事案が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場

合，当該武力行使について直接·間接の利害関係を有する関係国が，我

が国政府の政策検討・意思決定の手法，政策検討上の関心事項，更には

我が国の今後の対応等を推察することが可能となるほか，我が国の情報

収集・分析能力等を推察することも可能となることから，他国との交渉

上不利益を被るおそれがある上，我が国の安全が害されるおそれがある。

（イ）さらに，標目のうち関係国・機関の高官の氏名を記したものについて

は，当該高官から特定の時期に情報提供がなされたことが判別されるも

のであり，公にすることにより，当該関係国・機関との信頼関係が損な

われるおそれが大きい。

ウ 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

本件検証の目的は，外務省内における当時の政策決定過程を検証し，もっ

て教訓を学び，今後の政策立案·決定過程に役立てることにあり，前記第

2 の 1 で述ぺたとおり，そもそも対外公表を前提に作成したものではない。

したがって，その内容が後日に公開されることが予想される事態となれ

ば，今後，同種資料を作成することが躊躇され，その結果として政府部内

において情報の共有を図ることが困難となり，政府部内における協識，検

討をする上で多大な支障が生ずることになる。

さらに，これらの情報が公にされることにより，我が国の関心事項や情

報収集能力，検討及び意思決定の過程が明らかになる点については，上記

イにおいて述べたとおりであり，将来的に類似の事案が発生した場合にお

いて，これらの情報を我が国の今後の対応を推察するための参考とするな

ど，我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがある。
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(2) 1 ページ脚注 3 行目から 6 行目まで

ア 不開示部分の情報内容

NO. 1485 P. 14 

当該不開示部分には，本件文書 1 を作成するに当たり外務省が実施した

インタビューの対象者の氏名及び肩書が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

被告準備書面 (2) 第 3 の 2 (2) ア (9 ページ）で述べたとおり，非公開を

前提に実施されたインタビューの対象者に関する情報を公にすれば，本件

検証に関する情報を得ようとする者等からインタビューの対象者に対して

不当な働きかけが行われるおそれがあるところ．ここでいう不当な働きか

けとは，対イラク武力行使の発生時から 1 0 年余りしか経過しておらず，

我が国を含む関係国において，当時の意思決定に関与していた者の多くが

引き続き外交活動に従事している中で，現在も様々な形で外交活動に関

わっているインタビュー対象者が，対イラク武力行使及ぴ本件検証に関す

る情報を得ようとする者等からのエ作活動や脅迫の対象となるといった事

態を意味している。そういった事態が起こり得ることも踏まえれば，今後，

我が国政府の外交政策に関する検証等を行う場合において，インタビュー

対象者等の関係者が，いずれは自己に関する情報が公にされることをおそ

れ，その結果，関係者から忌憚のない意見を得ることが困難となるおそれ

があるとすることには十分な理由がある。

したがって，当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，率直な

意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

ウ 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

被告準備書面 (2) 第 3 の 2 (4) (9 及ぴ 1 0 ページ）で述べたとおり，当

該不開示部分に係る情報は，外務省の担当者らが外交政策を検討する中で，

非公開を前提として実施されたインタビューの対象者の氏名，肩書である

ことから．そのような個人が特定される情報が後日に公開されることが予
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想される事態となれば，関係者等から機微な内容を含む事項を聴取するこ

とや，関係者との間で外交交渉に関する率直かつ忌憚のない意見交換がで

きないこととなり，政府部内における協隣，検討．検証等の事務を行う上

で多大な支障が生ずることとなる。

(3) 2 ページ 1 行目から 1 1 行目，項目「大鼠破壊兵器の隠匿」に係る不開示

部分及び項目「 2 0 0 1 年以降の展開Jに係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，イラク戦争の経緯に係る記述であって，「湾岸戦争」．

「大量破壊兵器の隠匿」及び「 2 0 0 1 年以降の展開」の各項目ごとに，

本件検証を行う上での前提となるイラク情勢に関する事実関係を整理した

ものである。具体的には，項目「湾岸戦争」に係る不開示部分については，

イラクによるクウェート侵攻から停戦決議に至るまでの国際社会，特に安

保理，米国イラク及び米軍を中心とする多国籍軍の動き等，経緯·背景

等が記載されている。項目「大量破壊兵器の隠匿Jに係る不開示部分につ

いては，停戦決儀受入れ以降イラクによる歪察受入れ拒否に至るまでのイ

ラクにおける大量破棄兵器に関する査察の状況やイラク政府の対応に関す

るものを中心に．経緯・背景が記載されている。項目「 2 0 0 1 年以降の

展開」においては， 2 0 0 1 年 1 月の米国におけるプッシュ政権成立以降

対イラク武力行使に至るまでの，米国の対応，イラクと関係国際機関との

やりとりを中心に経緯・背景等が記載されている。

なお，不開示部分の分呈を明らかにすることで，他の項目との比較にお

いて我が国が検証に当たって当該項目をどの程度重視していたか推察する

ことが可能となり，ひいては我が国が当時判断を行う上で重視した視点．

論点，関心事項を推察することが可能となるため，他国との交渉上不利益

を被るおそれがあることから，分量を明らかにすることはできず，実際に

明らかにしていない。
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イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）当該不開示部分に係る情報を公開することにより，国の安全が害され

るおそれ，関係国との信頼関係が損なわれるおそれ及び関係国との交渉

上不利益を被るおそれがあることについては，被告準備書面 (2) 第 3 の

3 (2) (1 0 及び 1 1 ページ）で述ぺたとおりである。

（イ）この点，原告は，当該不開示部分の分量が「およそ 2 頁」であること

を前提として，「公表資料の該当部分の方が，明らかに分量が多く，本

件不開示部分の記載の大部分は，すでに公にされている資料と重複して

いるであろうことが合理的に推測できる」（原告準備書面 (2) • 1 4 ペ

ージ），「この程度の分量の内容で国が行う『情報収集・分析能力等を

推察』することなど到底不可能である」，「当該記載部分は，事実整理

をした部分というのであるから，『重要視した視点，論点，関心事項等』

が分かっても，それをどのように評価したのは記載されて」おらず，「そ

の事実撒理だけから『報告害の具体的な内容を類推すること』など不可

能であるJ (1 5 ページ）と主張する。

しかしながら，上記アのとおり，そもそも分呈を明らかにすること自

体，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることから，当該不開示部

分の分量を明らかにしていないのであって，「およそ 2 頁」であること

を前提とする原告の主張は，前提を欠く。

この点をおき，「報告の主なポイント」等で既に公表されている内容

が含まれていたとしても，当該不開示部分は，政策決定過程に関する検

証を行うことを目的とした取捨選択を経たものであるから，公にするこ

とにより，我が国の情報収集·分析能力等を推察することが可能となる

だけではなく，当該不開示部分に記載された車実と，これに記載されて

いない事実（公表されている事実ではあるが本件文書 1 には記載される

ことがなかった車実）とを比較対照したり，あるいは，当該不開示部分
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に記載された事実のうち，「報告の主なポイント」等の公表賓料には記

載されていない事実を精査したりすることによって，我が国が当時判断

を行う上でいかなる事実関係を重視したか，あるいは格別重要視しな

かった事実は何かを推察することが可能となり，ひいては我が国が重要

視した視点，論点，関心事項等が明らかになるから，その結果，本件文

書 1 に記載された具体的な検証内容を類推することが可能となるもので

ある。

これにより，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事案が発生し，

我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，当該武力行使

について直接·間接の利害関係を有する関係国が我が国政府の政策検討

・意思決定の手法政策検討上の関心事項，更には我が国の今後の対応

等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動を行うことが

可能となる。

（り）また，イラク情勢をめぐる動きについての我が国の認識が明らかにな

ることにより，イラク及びその周辺国その他関係国との間での外交交渉

において，当該関係国に対し，自国を利するための参考となり得る情報

を与えることとなる。

この点，原告は，情報公開法 5 条 6 号該当性の項目においてではある

が，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなされておらず，そ

の国との関係で日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められ

る余地はない。」などとして，主に財産・請求権問題や竹島問題に係る

資料の開示が問題となった事案についての東京高裁平成 2 6 年判決が

「他国」について具体的国名を挙げて特定した上で，それらの国による

過去の実際の言動に照らして，開示された場合に将来どのような主張を

我が国に対して行ってくるかを検討していることに留意すべきである旨

主張する（原告準備書面 (2) 1 7 及び 1 8 ページ）。
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しかしながら，前記 2 (3) でも述ぺたとおり． 日韓会談においては．

主として想定される「関係国」が韓国．北朝鮮に限られるのに対し，昨

今イラク情勢を含む中東情勢が，多様な要因が相互に影響し合う中で非

常に激しい変動を見せており，城内外の諸国が様々な利害関係を有する

形で関与してきているところ，今後域内外の諸国がどのような形でイラ

クを含む中東情勢に関与することとなるか明確に予測することは困難で

ある。それゆえ，イラク情勢をめぐる動きについての我が国の認識が明

らかになることによって， 自国を利するための参考となり得る情報を得

ることとなる「関係国」を列挙して特定することは極めて困難である。

また，仮に一部の国を特定することが可能であるとしても，我が国がど

の国を「関係国」とみなしているかを詳らかにすること自体，その特定

された国のみならず．その他の関係国に対して．我が国がイラクを含む

中東情塾についていかなる見方をしているかを明らかにすることにな

り，他国との交渉上不利益を被るおそれが生じるのである。したがって，

「関係国」を特定していないとして被告の主張を鍮難する原告の主張は，

上記で述べた昨今の中東情勢を踏まえないものであり．失当である。

（エ）以上のとおり，公にすることにより．これらの他国との交渉上不利益

を被るおそれがある上，我が国の安全が害されるおそれがある。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものである点については，前記 1 で

述ぺたとおりであり，公にすることにより，同省内での率直な意見の交換

又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがあることについて

は被告準備書面 (2) 第 3 の 3 (4) (1 2 ページ）で述べたとおりである。
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この点，原告は，「この程度の分呈の内容で，国が行う『情報収集・分

析能力等を推察』することなど到底不可能である」などと主張するととも

に，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら具体的な根拠に

基づくものではないJ,「『類似の事案』がなにを指すのかが全く不明確で

ある」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなされておらず」，「日

本が交渉上の不利益を被る具体的な壺然性が認められる余地はない」など

と主張する（原告準備香面 (2) 1 7 及び 1 8 ページ）。

しかし，前記アのとおり，当該不開示部分の分呈は公表することはでき

ず，実際に明らかにしていないから，分呈が「およそ 2 頁」であることを

前提とする原告の主張は前提を欠く。また，「類似の事案」及び「関係国」

の意味するところや，「類似の事案」が起こることが十分に想定されるこ

とについては．前記 2 で述ぺたとおりである。

よって，原告の上記主張はいずれも失当である。

(4) 項目「国際社会の情勢」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，イラク情勢に関する国際社会の動きに係る記述で

あって，対イラク武力行使への我が国の対応を検討する上で重要な背景と

なった関係国・地域の政治情勢，安全保障関連情勢に関する我が国の分析

・評価等が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）·原告は，「わずか 1 頁程度（甲 5) にまとめた内容から，『情報収集

•分析能力等』を推察することなど不可能」と主張する（原告準備書面

(2) • 1 9 ページ）が，不開示部分の分呈を明らかにすることで，他の

項目との比較において我が国が検証に当たって当該項目をどの程度重視

していたか推察することが可能となり，我が国が当時判断を行う上で重

視した視点，論点，関心事項を推察することが可能となるため，他国と
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の交渉上不利益を被るおそれがあることから，分呈を明らかにすること

はできず，実際に明らかにしていないのであって，「わずか 1 頁程度」

であることを前提とする原告の主張は，前提を欠くものである。

（イ）また，原告は，「日本及び外務省が『どの国・地域』（『側面』は趣旨

が不明）に焦点を当てていたかという事情だけで，『我が国の今後の対

応等を正確に予測』することなど到底考えられないし，『自国を利する

形での効果的な外交活動を行うことが可能』とも考えられない」と主張

する（原告準備書面 (2) • 1 9 ページ）。

しかしながら，対イラク武力行使の事案と同様に，いずれかの国が武

カ行使を行う事態が生じた場合には，当該武力行使に直接の利害関係を

有する国々のみならず，当該武力行使に直接的に関わらない国々であっ

ても，その国を取り巻く情勢や歴史的経緯等様々な側面から利害関係を

持ち得，それゆえに，直接・間接の利害関係を有する国々が，当該武力

行使に関して積極的な外交活動を展開することが想定される。このよう

な中で，我が国が対イラク武力行使を支持するという判断を行うに当た

り，当時のイラク情勢をめぐる諸事情のうち，どの国，地城，側面（我

が国が着目した特定の国地域における内外の政治情勢及びそれに関連

する事情）に焦点を当てていたかが明らかになれば，我が国が大呈破壊

兵器の間題等のイラク情勢をめぐる当時の我が国の検討の視点や関心の

対象，及びこれらの国・地域の情勢が我が国の政策決定に与えた影帯等

を推察することができることとなるから，これが公にされることにより，

将来的にいずれかの国が武力行使に至るという事能が生じ，我が国とし

ての立場・政策を策定する必要が生じた場合，関係国が我が国政府の政

策検討・意思決定の手法・政策検討上の関心事項，更には我が国の今後

の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動を行う

ことが可能となる。
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（り）さらに，イラク情勢をめぐる動きについての我が国の認職が明らかに

なることにより，イラク及びその周辺国その他の関係国との間での外交

交渉において，当該関係国に対し， 自国を利するための参考となり得る

情報を与えることとなる（「関係国」が特定されていないとして被告の

主張を論難する原告の主張が，イラク情勢の性格を踏まえないものであ

り失当であることは，上記 (3) イで述ぺたとおりである）。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 4 (4) (1 4 ページ）で述べたとおりである。

この点，原告は，「わずか 1 頁程度にまとめた内容」によって「『イラ

ク情勢をめぐる我が国の検討の視点や関心の対象等が明らかになる』とし

ても極めて限定的で，かつ，抽象的なもの」と主張する（原告準備書面 (2)

• 2 1 ページ）が，当該不開示部分の分量を明らかにすることはできず，

実際に明らかにしていないことは上記イのとおりであり，「わずか 1 頁程

度」であることを前提とする原告の主張は，前提を欠く。

また，原告は「将来的に類似の車案が発生するとの蓋然性はなんら具体

的な根拠に基づくものではないj,「『類似の事案』がなにを指すのかが全

く不明確である」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなされて

おらずj'「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められる余

地はない」と主張する（原告準備書面 (2) 2 1 及び 2 2 ページ）。しかし

ながら，「類似の事案」及び「関係国」の意味するところや，「頴似の車
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案」の発生が十分に想定されることについては，前記 2 で述ぺたとおりで

あり，原告の主張は失当である。

(5) 項目「日本の状況」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，当時の我が国政府が行った外交及び安全保障上の

取組等に係る内容であって，いわゆる 9. I I 同時多発テロ事件を受けた

我が国の対応，及び，対イラク武力行使への我が国の対応を検討する上で

重要な背景となった，対イラク武力行使前後の我が国の外交的努力を中心

とした我が国を取り巻く情跨について記戟されている。

なお，当該項目は「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) における

＜我が国の外交努力＞に対応するものではなく，当該不開示部分の情報内

容は「報告の主なポイント」には記載されていない。

イ・情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，他国との交渉上不

利益を被るおそれ．及ぴ我が国の安全が害されるおそれがあることは，

被告準備書面 (2) 第 3 の 5 (2) (I 5 ページ）で述ぺたとおりである。

（イ）これに対し，原告は，「わずか 1 0 行程度の分蓋」で「『外交及び安

全保障関係における我が国の関心事項及び政策決定において我が国が考

慮している事項』を推測するのは困難」と主張する（原告準備書面 (2)

• 2 3 ページ）。

しかしながら，当該不開示部分には．対イラク武力行使への我が国の

対応を検討する上で重要な背景事情となった我が国の外交的努力を中心

とした我が国を取り巻く情勢が，取捨選択の上で記載されており，その

中には，我が国が行った安全保障上の取組や，安全保障に関する我が国

の見解も含まれているのであって，公にすることにより，外交及び安全

保障関係における我が国の関心事項及び政策決定において我が国が考庶

-21 -



2016年 12 月 13 日 18 時 0 7 分 舷譴局閾欝9 NO. 1485 P. 23 

している事項等が明らかとなるから，我が国の安全保障及びそれに関連

する関係国との交渉において，関係国が当該不開示部分に係る情報を参

考として用いることが可能となり，我が国が関係国との交渉上不利益を

被るおそれがあること，我が国の安全が害されるおそれがあることは明

らかである。したがって，「 1 0 行程度の分量」であったとしても，そ

れは取捨選択の上で我が国が重要と考える事項ないし我が国の見解が凝

縮されたことによるのであるから，「 1 0 行程度の分量」であることを

理由に被告の主張を論難する原告の主張は，失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがあること点につい

ては，被告準備香面 (2) 第 3 の 5 (4) (1 6 ページ）で述べたとおりである。

この点，原告は，「わずか 1 0 行程度の記述」をもって，「『我が国の今

後の対応を推察することが可能』となり，『我が国の今後の外交交渉亭務

に支障を及ぼすおそれがある』としても，梃めて抽象的な支障に過ぎない」

と主張する（原告準備書面 (2) • 2 4 及び 2 5 ページ）が，前記イのとお

り，当該不開示部分に係る情報は，対イラク武力行使についての我が国の

対応を検討する上で重要な背景車情となった我が国の外交的努力を中心と

した我が国を取り巻く情勁が，取捨選択の上で記載されており，その中に

は我が国が行った安全保障上の取組や，安全保障に関する我が国の見解も

含まれているのであって，公にすることにより，外交及び安全保障関係に

おける我が国の関心事項及び政策決定において我が国が考慮している車項
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等が明らかとなるから，我が国の安全保障及びそれに関連する関係国との

交渉において，関係国が当該不開示部分に係る情報を参考として用いるこ

とが可能となり，我が国が関係国との交渉上不利益被るおそれがあること，

我が国の安全が害されるおそれがあることは明らかである。このことは，

当該情報を公にした場合，我が国政府の外交事務の適正な遂行に支障を及

ぽすおそれがあることの根拠となるものでもある。

よって，原告の上記主張は失当である。

(6) 項目「対イラク武力行使支持に至る我が国政府の検討過程・外交努力の概

観」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は， 2002年初めから 2 0 0 3 年 3 月至るまでの，我

が国政府内での検討過程及び外交努力についての記述であり，具体的には，

対イラク武力行使に至る我が国政府の検討の契機，イラク情勢の緊張の高

まりを受けて，同情勢に対応するため，外務省内でどのような体制が組ま

れ， どのような情報収集・分析・検討が行われたか，政府部内でどのよう

な協議が行われたか，我が国と関係国との間でどのようなやり取りが行わ

れたか，いかなる判断の下で対イラク武力行使支持の政策決定が行われた

か等について，時系列で，関係国の国名，我が国及び外国政府高官の氏名

を列挙するなどして，具体的かつ詳細な内容が記載されている。

なお，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) は，対イラク武力行

使当時の外務省内における検討や政策決定過程の検証及び検証から得られ

た教訓について，他国との交渉上不利益を被らず，また他国との信頼関係

を損なわない範囲でできる限り公表すぺきとの方針に基づき，当該文書の

内容を精査した結果，新たに作成され，公表されるに至ったものであり，

本件文書 1 の単なる抜き書きではない。そのため，当該文書の記述内容と

同一の部分とそうでない部分とを区別することは容易ではないのであっ
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て，上記「報告の主なポイント」において 2002年初めから 2003 年

3 月に至るまでの，我が国政府内での検討過程及ぴ外交努力に関する記載

があるからといって，当該不開示部分について直ちに開示すべきであると

いう関係は成り立たない。また，当該不開示部分の記載が具体的かつ詳細

である点においても，当該不開示部分の記載は上記「報告の主なポイント」

とは一線を画すものである。よって，「報告の主なポイント」による「要

約と重複する部分を不開示にする理由は全くない」（原告準備書面 (2) 2 

5 ページ）との原告の主張は失当である。

さらに，本件文書 1 と「日本の外交努力」（甲第 9 号証）との関係につ

いては，後者は，存在を公表しても差し支えない会談及び報逍発表が羅列

されたものであるのに対して，前者は，検証を行うに際して特に注目すべ

き我が国と関係国との間でのやりとりを採り上げて，それに対する評価も

交えつつ具体的かつ詳細な内容が記載されたものであり，両者は内容，性

質の異なる文書であって，同列に扱うことはできないから，「日本の外交

努力」の記述と本件文書 1 の記述とが「常識的に考えて大部分が重複する

ものと考えられ」，「かかる意味でも本件の記述部分を不開示にする理由

はない」とする原告の主張（原告準備書面（2) • 2 6 ベージ）は失当であ

る。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）原告は，「この程度の分呈の記載で『我が国の情報収集·分析能力』

を推測するとしても，到底精度の高い『推測』にはなりえない。」，「同

じく，関心事項や考慮している事項として明らかになる内容もたかが知

れている」などと主張する（原告準備書面 (2) • 2 6 ページ）。

しかしながら，不開示部分の分量を明らかにすることで，他の項目と

の比較において我が国が検証に当たって当該項目をどの程度重視してい

たか推察することが可能となり，我が国が当時判断を行う上で重視した
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視点，諭点，関心事項を推察することが可能となるため，他国との交渉

上不利益を被るおそれがあることから．分量を明らかにすることはでき

ず，実隙に明らかにしていない。そのため，「この程度の分量」である

ことを前提とする原告の主張は前提を欠くものである。

（イ）この点をおいても，被告準備書面 (2) 第 3 の 6 (2) ア（ア） ( 1 7 ページ）

でも述ぺたとおり，当該不開示部分に係る情報は，イラク問題に対する

我が国の対応を検討していく上で考庵に入れた事項，検討過程において

採られていた方針ないし立場，政策決定に関与した部署等の体制．及ぴ

関係国とのやり取り等であり，公にすることにより．我が国の情報収集

•分析能力等を推察することが可能となるほか．外交及び安全保障関係

における我が国の関心事項及び政策決定において我が国が考慮している

事項等が明らかとなるから，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事

案が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，

当該武力行使について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が国政

府の政策検討・意思決定の手法．政策検討上の関心事項，更には我が国

の今後の対応等を正確に予測し．自国を利する形での効果的な外交活動

を行うことが可能となる。また，イラク情勢をめぐる我が国の認識が明

らかになることにより，イラク及びその周辺国その他の関係国との間で

の外交交渉において，当該関係国に対し．自国を利するための参考とな

り得る情報を与えることとなる。

（り）また，原告は．「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」．「『類似の事案』がなにを指すの

かが全く不明確である」．「『関係国』についてもなんら具体的な特定が

なされておらず」．「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認

められる余地はない」などと主張する（原告準備書面 (2) • 2 7 ページ）。

しかしながら．「類似の事案j及び「関係国」の意味するところや，
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「類似の事案」の発生が十分に想定されることについては前記 2 で述べ

たとおりであり，原告の上記主張は失当である。

（り）さらに，被告準備書面 (2) 第 3 の 6 (2) ア（イ） ( 1 7 ページ）のとおり，

関係国との必ずしも公になることを前提としない個別具体的なやり取り

を公にすることにより，関係国との信頼関係が損なわれるおそれがある。

（エ）したがって，当該不開示部分を公開することにより，国の安全が害さ

れるおそれ，関係国との交渉上不利益を被るおそれ，及び関係国との信

頼関係が損なわれるおそれがある。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が．公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり．公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

・ 我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 6 (4) (1 8 ページ）で述べたとおりである。

また，原告は，「将来的に類似の車案が発生するとの蓋然性はなんら具

体的な根拠に基づくものではない」．「『頴似の事案』がなにを指すのかが

全く不明確である」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなされ

ておらず」．「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められる

余地はない」などと主張する（原告準備書面 (2) 2 8 ページ）。しかしな

がら．「類似の事案J及び「関係国」の意味するところについては前記 2

で述べたとおりであり，原告の上記主張は失当である。

(7) 項目「情報収集についての検証：情報の種類．情報収集先．情報要求・指

針」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容
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当該不開示部分は，我が国による情報収集についての検証に関する記述

であり，収集した情報の種類（何に関する情報を収集したか），主要な情

報収集先，在外公館への指示に関する記載を含め，政策決定を行うに当た

りどのような情報を収集しようとしたか等についての詳細な検証結果が記

載されている。この中には，特に注目すべき情報を挙げて，どういった相

手方からどの程度の回数当該情報を入手したのかという記載も含まれてい

る。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

(7) 原告は，「数ページ程度の文章にまとめられただけであるから，個別

の書類に記載された具体的な情報そのものでなく，抽象化し，全体的に

包括した記述がなされているものである」と主張するが（原告準備書面

(2) • 2 9 ページ），不開示部分の分量を明らかにすることで，他の項

目との比較において我が国が検証に当たって当該項目をどの程度重視し

ていたか推察することが可能となり，我が国が当時判断を行うJ:.で重視

した視点，論点，関心事項を推察することが可能となるため，他国との

交渉上不利益を被るおそれがあることから，分呈を明らかにすることは

できず，実隙に明らかにしていない。そのため．「数ページ程度の文章」

であることを前提とする原告の主張は前提を欠くものである。

（イ）また，原告は，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) の記述を

挙げて．「少なくとも主要な情報収集先については．秘匿する必要がな

い」と主張するが（原告準備書面（2) • 2 9 ページ）．上記「報告の主

なポイント」で既に公開されている情報と比し，より具体的な情報収集

先や，情報収集についての具体的方法や内容が当該不開示部分に記載さ

れていることに鑑みれば，公にすることにより，我が国の情報収集先・

情報源，情報収集の対象に係る関心事項，情報収集能力等が明らかとな

るから，安全保障に関する問題はもとより，我が国と何らかの間題で緊
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張関係に立つ関係国との交渉上不利益を被るおそれがある上，国の安全

が害されるおそれがあることは明らかである。

（り）さらに，情報収集先に＇は関係国の関係者が含まれることから，公にす

ることにより，関係国との信頼関係が損なわれるおそれがあることは，

被告準備書面 (2) 第 3 の 7 (2) ア（イ） ( 1 9 ページ）で述べたとおりであ

る。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 7 (4) (2 0 ページ）で述べたとおりである。

この点．原告は，「情報収集についての具体的方法や内容が公開されて

いることもあるし，主要な情報収集先もすでに公表されているが，外交事

務等への支障は生じていない」と主張するが（原告準備書面 (2) • 3 1 ペ

ージ），前記イのとおり，当該不開示部分の記述は，情報の具体性におい

て既に公表されている内容とは著しい差があるのであって，原告の主張は

失当である。また，原告は，尖閣諸島問題に関する新聞報道も挙げて外交

事務等への支障が生じたことはない旨主張するが（原告準備書面（2) • 3 

1 ページ），報道がされたとしても，それは飽くまでも報道機関等による

ものであって政府が公表したものではないのであるから，当該報逍をもっ

て我が国政府の外交事務に支障が生じないということにはならない上，仮

に報道されたことが車実を含むものであったとしても，それは報道機関の

意見・見解が反映されたものであるし，同じ事実であってもそれを政府が
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政府の見解として公表するのと，私人である報道機関が報道するのとでは

外交事務に及ぽす影帯は全く異なるのであるから，いずれにしても原告の

主張は失当である。

(8) 項目「分析についての検証：分析手法．分析結果と共有」に係る不開示部

分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，対イラク武力行使をめぐるイラク情勢に関して収

集された情報の分析，及び分析結果の共有等についての詳細な検証結果が

記載されている。具体的には，対イラク武力行使に関係するいくつかの特

定の間題（武力行使により生じ得る影響）ないし動向に関する情報分析の

在り方，作成された資料の内容及びその用途並びにそれらの共有の在り方

について記載されている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）被告準備書面 (2) 第 3 の 8 (2) ア (2 0 及び 2 1 ページ）でも述ぺたと

おり，当該不開示部分に係る情報は，公にすることにより，我が国によ

る国際情勢の分析の方途・能力が明らかになるとともに，その分析結果

が我が国政府の政策決定にどのように活用されるかという点が詳らかに

なるものであり，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事態が発生し，

我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，当該武力行使

について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が国政府の政策検討

・意思決定の手法，政策検討上の関心事項，更には我が国の今後の対応

等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動を行うことが

可能となる。また，・イラク情勢をめぐる我が国の認識が明らかになるこ

とにより，イラク及びその周辺国その他の関係国との間での外交交渉に

おいて，当該関係国に対し，自国を利するための参考となり得る情報を

与えることとなる。よって，公にすることにより，他国との交渉上不利
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益を被るおそれがあるJ::.,我が国の安全が害されるおそれがある。

（イ）これに対し，原告は，「『イラクを巡る情勢の経緯』（甲 6) には，こ

の不開示部分の記載分呈以上に，イラクを巡る情勢の経緯が説明されて

いる。加えて，『日本の外交努力』（甲 9) というページには， 日本が，

イラク間題の平和的解決のためにいかなる外交努力を行ったかが具体的

に記載されている。Jと主張するが（原告準備書面 (2) • 3 2 ページ），

「イラクを巡る情勢の経緯」及ぴ「 H 本の外交努力」の記述内容は，存

在を公表しても差し支えのない安保理決議イラクの査察妨害等の事実

経過（甲第 6 号証）や，会談及び報道発表（甲第 9 号証）が羅列された

もので，イラク問題に関する我が国の情勢分析等の評価を含まないもの

であって，専ら情報の分析及び分析結果の共有等についての詳細な検証

結果を記載した当該不開示部分の記述とは共通するところのない，性格

の異なる別種の資料であるから，原告の主張は失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述ぺた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 •“· 

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) (2 1 及び 2 2 ページ）で述べたとおりである。

また，原告は．尖閣諸島問題に関する新聞報道を挙げて外交事務等への

支障が生じたことはない旨主張するが（原告準備書面 (2) • 3 3 及び 3 4 

ページ）．かかる主張に理由がないことは，前記 (7) 工で述ぺたとおりで

ある。

さらに．原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら
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具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのか

が全く不明確である」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなさ

れておらず」，「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められ

る余地はない」などと主張する（原告準備書面 (2) • 3 4 ページ）。しか

しながら，「類似の事案J及び「関係国」の意味するところや，「類似の

事案」の発生が十分に想定されることについては前記 2 で述べたとおりで

あり，原告の上記主張は失当である。

(9) 項目「検討・意思決定プロセス」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，対イラク武力行使の問題に係る検討・意思決定プロ

セス及びそれに対する評価，検討・意思決定プロセスにおいて考慮された

事項についての記述であり，外務省内及ぴ政府部内でどのような手続を経

て対イラク武力行使をめぐる政策検討及び意思決定がなされていたのかに

ついての検証結果が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）被告準備書面 (2) 第 3 の 9 (2) ア (2 2 及び 23 ページ）でも述べたと

おり，当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，我が国の政策

検討の具体的な手続及び政策検討上の関心事項が明らかとなるから，将

来的にいずれかの国が武力行使に至る事態が起こり，我が国としての立

場・政策を策定する必要が生じた場合，当該武力行使について直接・間

接の利害関係を有する関係国が我が国政府の政策検討·意思決定の手

法，政策検討上の関心事項，更には我が国の今後の対応等を正確に予測

し，自国を利する形での効果的な外交活動を行うことが可能となるほか，

我が国と何らかの問題で緊張関係に立つ関係国が我が国政府の意思形成

過程及ぴ政策検討上の関心宰項等を基に，我が国の今後の対応を推察す

ることが可能となるなど，他国との交渉上不利益を被るおそれがある。
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（イ）これに対し，原告は，「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 I I 号証）

を挙げた上で，「当該不開示部分の分量が半ページもないことからする

と，この部分に，前述の書籍等で具体的に書かれた情報以上に詳細な情

報が本当に書かれているのか，大いに疑問である」（原告準備書面 (2)

• 3 5 ページ），オランダの「検証結果の公表と比較して，本件文書の

分呈はごくわずかで，報告書の分呈からしてそれほど詳細な内容が記載

されているとは考えられない」（原告準備書面 (2) • 3 6 ページ）など

と主張する。

しかしながら，「半ページもない」分呈であったとしても，それは取

捨選択の上で我が国が重要と考える事項ないし我が国の見解が凝縮され

たことによるのであるから，「半ページもない」分呈であることを理由

に被告の主張を論難する原告の主張は失当である。

また，「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 I I 号証）は政府の作成し

た文書ではなく，著者や編集者の意見·見解が反映されたものであって，

本件文書 1 とはそもそも性格の異なるものであるし，同じ事実であった

としても，政府が政府見解として公表するのと，私人が著作等で出版す

るのとでは，外交交渉に及ぽす影響は全く異なる。

さらに，対イラク武力行使の問題について行われた他国の調査は，他

国の立場で，他国特有の視点に基づいて行われたものであって，我が国

が行った本件検証とは別個のものであり，我が国が行った本件検証と同

列に論じることはできず，本件文書 I' ひいては本件検証の内容を公に

した場合に生じる影署を検討するに当たって，他国の調査結果及びその

公表内容をもって，我が国における本件検証の内容についても同様に公

表すべきという結論が嘩き出されるものではない。

したがって，原告の上記主張はいずれも失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性
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当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 9 (4) (2 3 ページ）で述ぺたとおりである。

また，原告は，尖閣諸島問題に関する新聞報道を挙げて外交事務等への

支障が生じたことはない旨主張するが（原告準備書面 (2) • 3 7 ページ），

かかる原告の主張に理由がないことは，前記（7）エのとおりである。

さらに，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのか

が全く不明確である」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなさ

れておらずJ'「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められ

る余地はない」などと主張する（原告準備苦面 (2) • 3 7 ページ）。しか

しながら，「類似の事案」及び「関係国」の意味するところについては前

記 2 で述べたとおりであり，原告の上記主張は失当である。

(10) 項目「武力行使の支持に至るプロセス」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は， 2002年初め以降，我が国が対イラク武力行使に

対する支持を表明するに至るまでの政策決定プロセスに関する記述であ

り，当該期間を通じての外務省による情勢認識，政府部内でのやり取り，

外交努力の内容・具体的なやりとり，政策決定を行う際の判断要素等につ

いての詳細な検証結果等が記載されている。特に，外交努力の内容·具体

的なやりとりについては，我が国政府及び関係国政府の高官の氏名を記載

したものであるほか，外交交渉の相手方の情剪認識や意図を推察し得る相
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手方の具体的な発言内容も含まれている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）原告は，「当該不開示部分もせいぜい数ページ程度しかない」と主張

するが（原告準備書面 (2) • 3 9 ページ），不開示部分の分量を明らか

にすることで，他の項目との比較において我が国が検証に当たって当該

項目をどの程度重視していたか推察することが可能となり，ひいては我

が国が当時判断を行う上で重視した視点，論点．関心事項を推察するこ

とが可能となるため．他国との交渉上不利益を被るおそれがあることか

ら，分量を明らかにすることはできず，実際に明らかにしていない。よっ

て，「せいぜい数ページ程度しかない」ことを前提とする原告の主張は，

前提を欠くものである。

（イ）この点をおいても，被告準備書面 (2) 第 3 の 1 0 (2) ア(1) (2 4 ペー

ジ）でも述ぺたとおり，当該不開示部分に係る情報が公になれば，我が

国政府における対イラク武力行使支持に至る具体的な政策決定過程及び

考慮事項等が明らかになるため，将来的にいずれかの国が武力行使に至

る事態が起き，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，

当該武力行使について直接·間接の利害関係を有する関係国が我が国政

府の政策検討・意思決定の手法，政策検討上の関心事項，更には我が国

の今後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交活動

を行うことが可能となるほか，イラク情勢をめぐる我が国の認識が明ら

かになることにより，イラク及びその周辺国その他の関係国との間での

外交交渉において，当該関係国に対し，自国を利するための参考となり

得る情報を与えることとなり，他国との交渉上不利益を被るおそれがあ

る。

（り）これに対し，原告は，「日本の外交努力」（甲第 9 号証）には「日本

政府が行った外交努力が具体的に書かれているし」，「 5 5 人が語るイ
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ラク戦争」（甲第 1 1 号証）には「対イラク武力行使支持を表明する直

前の時期のパウエル米国務長官と当時の小泉純一郎首相及び福田康夫官

房長官との会談内容が具体的に書かれているJと主張する（原告準備書

面 (2) • 3 8 ページ）。

しかしながら，当該不開示部分と「日本の外交努力（甲第 9 号証）と

の関係については，前記 (6) アのとおり，後者は，存在を公表しても差

し支えない会談及び報道発表が羅列されたものであるのに対して，前者

は，外務省による情勢認識，政府部内でのやり取り，外交努力の内容·

具体的なやりとり．政策決定を行う際の判断要素等についての詳細な検

証結果等を記載しているものであり．「日本の外交努力」（甲第 9 号証）

の記述と当該不開示部分の記述はその記述内容の性格が全く異なる。

また，前記 (9) イ（イ）のとおり．「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 1

1 号証）は．政府の作成した文書ではなく，著者や編集者の意見·見解

が反映されたものであって，本件文書 1 とはそもそも性格の異なるもの

であるし，同じ事実であったとしても，政府が政府見解として公表する

のと，私人が著作等で出版するのとでは，外交交渉に及ぽす影幽は全く

異なる上，記述内容についても，当該不開示部分に「対イラク武力行使

支持を表明する直前の時期のパウエル米国務長官と当時の小泉純一郎首

相及び福田康夫官房長官との会談内容」が記載されているわけではない。

（エ）さらに，原告は，新聞記事にも外務省事務次官と駐日中国大使との会

談の具体的なやり取りが報道されることもあるとして，「関係国高官と

我が国政府との間で交わされた具体的なやり取りも含まれており，公に

した場合，関係国との信頼関係が損なわれるおそれがあるJとの被告の

主張（被告準備書面 (2) 第 3 の 10(2) ア（イ）・ 24 及び 2 5 ページ）に合

理的根拠がない旨主張する（原告準備書面 (2) • 3 8 及び 3 9 ページ）。

しかしながら，当該不開示部分には，当該関係国の情勢認識や意図を
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推察し得る発言内容が含まれており，第三国が，当該関係国の当時の情

剪認識や意図を手がかりとして，類似の問題が生じた場合に当該関係国

の出方を推察することが可能となるから，公にした場合，当該関係国に

交渉上の不利益が生ずるおそれがある情報を我が国が公開したとして，

当該関係国との信頼関係が損なわれるおそれがある。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記第 1 で述べ

たとおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 10(4) (2 5 ページ）で述べたとおりである。

また，原告は，「日本の外交努力」（甲第 9 号証），「尖閣接続水域に中

国軍 政府，米と連携確認…NSCで協議」（甲第 1 0 号証），「 5 5 人が

語るイラク戦争」（甲第 1 1 号証）等の記述を挙げつつ「これらの情報が

公にされたからといって．『我が国の今後の外交交渉事務』に『支障』は

生じていない」などと主張するが（原告準備書面 (2) • 4 0 ページ），「尖

閣接続水域に中国軍 政府，米と連携確認ヽ••NSC で協議」（甲第 1 0 号

証）及び「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 1 1 号証）については，前記

(7) エ及び (9) イで述べたとおり，私人による報道等により公にされたとし

ても，それは飽くまでも報道機関等の私人によるものであって，政府が作

成した文書ではないのであるから，当該報道をもって我が国政府の外交事

務に支障が生じないということにはならない上，仮に報道等により公表さ

れたことが事実を含むものであったとしても，それは報道機関等の意見・

見解が反映されたものであるじ，同じ事実であってもそれを政府が政府の
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見解として公表するのと，私人である報道機関が報道するのとでは外交事

務に及ぼす影嬰は全く異なるのであるから，原告の主張には理由がない。

(11) 項目「米側への働きかけ」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，イラク問題に関する我が国から米国側への働きか

けの詳細が記載されている。具体的には，対イラク武力行使に至るまでの

我が国から米国側への働きかけの内容，我が国の意図，我が国からの働き

かけに対する米国からの反応が，実際に会談等を行った我が国政府及び米

国政府高官の氏名を特定した上で詳細に記載されているほか，我が国の働

きかけについての評価も記載されている。特に，米国からの反応，働きか

けの評価については，米国の情勢認織や意図を推察し得る情報も含まれて

いる。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）当該不開示部分に係る情報には，働きかけの内容，我が国の意図．米

国からの反応，働きかけの評価も含む，イラク問題に関する我が国の米

国側に対する働きかけの詳細が記載されており．公にすることにより，

武力行使についての我が国の考えが詳らかになるとともに対イラク武

カ行使に至るまでに米国側に対していかなる内容の働きかけを行ったか

が明らかとなるものであり，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事

態が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，

当該武力行使について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が国政

府の政策検討·意思決定の手法，政策検討上の関心事項を把握し，更に

は我が国の今後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な

外交活動を行うことが可能となる。また，イラク情勢をめぐる我が国の

認識が明らかになることにより，イラク及びその周辺国その他の関係国

との間での外交交渉において，当該関係国に対し，自国を利するための

• 37 • 



2016年 12 月 13 日 18 時 0 9 分 舷譴局閾欝9 NO. 1485 P. 39 

参考となり得る情報を与えることとなる。よって，公にすることにより，

他国との交渉上不利益を被るおそれがある。

さらに，米国側からすれば，米国の情蟄認識や意図も明らかになるこ

ととなり，米国との信頼関係が損なわれるおそれがある（被告準備書面

(2) 第 3 の 1 1 (2) ア (7) • 2 6 ページ）。

（イ）これに対し，原告は，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) に

おいて，「『武力行使の前に外交的手段を尽くすべきであり，国際的連

帯が必要であるとの考え方を繰り返し伝達』 (2 枚目）と米国への働き

かけの内容を公表している上，外務省ウェプサイト『日本の外交努力』

（甲 9) にも米国への働きかけの具体的内容が記載されている。」と主

張する（原告準備書面（2) • 4 1 ページ）。

しかしながら，前記 (6) アで述べたとおり，「報告の主なポイントJ

は，本件文書 1 の単なる抜き書きではなく，当該文書の記述内容と同一

の部分とそうでない部分とを区別することは容易ではないのであって，

上記 r報告の主なポイント」において米国への働きかけの内容が一部抽

象的に記載されているからといって，当該不開示部分について直ちに開

示すべきであるという関係は成り立たない。また，当該不開示部分にお

ける米国への働きかけに関する記載が具体的かつ詳細である点において

も，「報告の主なポイント」とは一線を画すものであるし，当該不開示

部分に記載されている我が国の米国に対する働きかけについての評価

や，我が国の働きかけに対する米国からの反応については，上記「報告

の主なポイント」には記載されていない。

また，「日本の外交努力」（甲第 9 号証）についても，前記 (6) アで述

べたとおり，存在を公表しても差し支えない会談及び報道発表が羅列さ

れているのに対して，当該不開示部分の記載は，行われた会談等のうち，

特に重要視したものが取捨選択の上掲載されており．いかなる会談等が
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抽出されたのかということ自体，我が国の関心事項等を推察するための

黄重な情報となり得る上，当該不開示部分に記載されている我が国の米

国に対する働きかけについての評価や，我が国の働きかけに対する米国

からの反応については，上記「日本の外交努力」には記載されていない。

（り）さらに，原告は，「米国に対する働きかけは半ページ程度の記載しか

なく，検証結果を取りまとめた報告書という位個づけからしても，この

記述のみからこのようなおそれがあるとはとても考えられない。」（原

告準備書面 (2) • 4 2 ページ）などと主張するが，当該不開示部分が半

ページ程度の内容であったとしても，対イラク武力行使に至るまでの我

が国の米国側に対する働きかけについて，特に重要視した両国政府高官

の会談等の内容が取捨選択の上記載されているのであって，当該不開示

部分に記載された我が国の意図，米国からの反応，働きかけの内容が公

にされることにより，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることに

変わりはない。

（エ）原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら具体的

な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのかが全

く不明確である」，「『関係国』についてもなんら具体的な特定がなされ

ておらずJ'「日本が交渉上の不利益を被る具体的な蓋然性が認められ

る余地はない」などと主張する（原告準備言面 (2) • 4 2 ページ）。し

かしながら，「類似の事案」及び「関係国」の意味するところや，「類

似の事案」の発生が十分に想定されることについては前記 2 で述べたと

おりであり，原告の上記主張は失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思
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決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがあることについて

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 11 (4) (2 7 ページ）で述ぺたとおりである。

また，原告は，「日本の外交努力」（甲第 9 号証）を挙げつつ，「『我が

国の今後の外交交渉事務』に『支障』は生じていない」などと主張するが，

前記 (6) アのとおり，「日本の外交努力」（甲第 9 号証）に記載された内容

と，当該不開示部分に記載された内容とは性格の異なるものであり，同列

に論ずることはできないのであって，当該不開示部分が公にされることに

よって，いかなる会談等に着目したかが明らかになったり，我が国の米国

への働きかけについての評価や，米国側の反応が明らかになれば，今後の

外交交渉事務に多大な支障を及ぽす結果が生じるのであるから，原告の上

記主張には理由がない。

(12) 項目「米国以外の各国への働きかけ」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，我が国が米国以外の関係各国との間で，イラク間

題への対応につきどのような外交努力を行ってきたのかに関する経緯・内

容の詳細が記載されている。具体的には，関係各国に対する我が国の働き

かけに関する事実経過，働きかけの具体的内容・意図，それに対する相手

国又は関係国の反応に加えて，こうした外交交渉の効果に対する評価等が

記載されている、）

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）被告準備書面 (2) 第 3 の 12(2) ア（ア） （ 28 ページ）のとおり，当該不

開示部分に係る情報を公にすることにより，我が国政府の関係各国への

働きかけの詳細やそれに対する相手国又は関係国の反応，それに対する

我が国の評価が明らかとなることから，関係各国との信頼関係が損なわ
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れるおそれがある。

（イ）また，被告準備書面 (2) 第 3 の 12(2) ア（イ） ( 2 8 ページ）でも述べた

とおり，対イラク武力行使の問題に関して我が国政府が関係各国といか

なる調整を行い，働きかけを行ったかは，将来的にいずれかの国が武力

行使に及ぶ車案が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が

生じた場合，当該武力行使について直接・間接の利害関係を有する関係

国が我が国政府の政策検討·意思決定の手法，政策検討上の関心事項，

更には我が国の今後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果

的な外交活動を行うことが可能となる情報である。また，イラク情勢を

めぐる我が国の詔識が明らかになることにより，イラク及びその周辺国

その他の関係国との間での外交交渉において，当該関係国に対し，自国

を利するための参考となり得る情報を与えることとなる．よって，公に

することにより，他国との交渉上不利益を被るおそれがある。

（り）これに対し，原告は，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) の

記述を挙げて，「日本がその他の関係国に対し，『イラクによる査察無

条件受け入れに向けた新たな安保理決謙の採択について累次働きかけを

行った』」ことが記載されており，「『日本の外交努力』（甲 9) には，

日本が米国以外の関係国に行った働きかけも含め，具体的事実が記載さ

れている」と主張する（原告準備書面 (2) • 4 4 ページ）。

しかしながら，当該不開示部分の記述は，イラクによる査察無条件受

け入れに向けた新たな安保理決議の採択に関するものに限られるもので

はない上，関係各国との間における具体的な外交交渉の内容（実際の働

きかけに向けた事前の調整状況）も記載されており，記述の具体性には

格別のものがあるし，また，我が国政府が関係各国に対して働きかけを

行った意図や，働きかけに対する相手国又は関係国の反応，働きかけに

対する評価については， r報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) に
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は記載されていない。

また，本件文書 1 と．「日本の外交努力」（甲第 9 号証）との関係に

ついては，前記 (6) アのとおり，後者は，存在を公表しても差し支えな

い会談及び報道発表が羅列されたものであるのに対して，前者は，検証

を行うに際して特に注目すべき我が国と米国以外の関係各国との間での

やり取りを採り上げ，それに対する評価も交えつつ，具体的かつ詳細な

内容が記載されたものであるから．当該不開示部分と「日本の外交努力」

（甲第 9 号証）とは文書としての趣旨，性質が異なるものであって，両

者を同列に扱うことはできないし．上記「日本の外交努力」に記載のあ

る事実のみ切り分けて開示することもできないロ

（エ）さらに．原告は，「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 I I 号証）にも

関係各国への働きかけ等が具体的に記載されている旨主張するが，前記

(9) イ（イ）のとおり，「 5 5 人が語るイラク戦争」（甲第 I I 号証）は政

府の作成した文書ではなく．著者や編集者の意見・見解が反映されたも

のであって，本件文書 1 とはそもそも性格の異なるものであるし，同じ

事実であったとしても．政府が政府見解として公表するのと，私人が著

作等で出版するのとでは，外交交渉に及ぽす影響は全く異なるのである

から．いずれにしても原告の主張は失当である。

（オ）加えて，原告は．「 1 頁にも満たないこの不開示部分について．これ

らの公開情報以上にどのくらいイラク問題の対応についての外交努力の

経緯や内容が記載されているか，はなはだ疑わしい」と主張するが（原

告準備書面 (2) • 4 4 ページ）．不開示部分の分呈を明らかにすること

で．他の項目との比較において我が国が検証に当たって当該項目をどの

程度重視していたか推察することが可能となり．ひいては我が国が当時

判断を行う上で重視した視点．論点．関心事項を推察することが可能と

なるため．他国との交渉上不利益を被るおそれがあることから．そもそ
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も分量を明らかにすることはできず，実際明らかにしていない。そのた

め，「 1 頁にも満たない」ことを前提とする原告の主張は前提を欠くも

のである。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぽすおそれがある点について

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 12(4) (2 9 ページ）で述べたとおりである。

また，原告は，「日本の外交努力」（甲第 9 号証）を挙げつつ，「『我が

国の今後の外交交渉事務』に『支障』は生じていない」と主張するが（原

告準備書面 (2) • 4 5 ページ），これに対しては，上記イで述べた反論が

そのまま妥当するのであって，原告の上記主張には理由がない。

(13) 項目「武力行使の法的側面」（国際法上の合法性）に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，対イラク武力行使の法的根拠をめぐる問題につい

ての我が国の検討，及び我が国がこの間題について関係各国との間で行っ

た調整や外交努力等に焦点を当てた詳細な検証結果が記載されている。具

体的には，武力行使の法的根拠についての我が国政府部内での検討内容，

我が国が特定の意図を持って関係各国との間で調整や外交努力を行ったこ

と並ぴにその調整·外交努力の具体的能様及びその結果が記載されてい

る。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）被告準備書面 (2) 第 3 の 13 (2) ア（ア） ( 2 9 及ぴ 3 0 ページ）で述ぺた
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とおり，当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，関係各国と

の外交交渉の詳細が明らかになることから，他国との信頼関係が損なわ

れるおそれがある。

（イ）また，被告準備書面 (2) 第 3 の 13 (2) ア（イ） ( 3 0 ページ）で述ぺたと

おり，当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，我が国が対イ

ラク武力行使支持という政策決定に至る上での法的側面についての検討

の方途が明らかとなることから，将来的にいずれかの国が武力行使に及

ぶ事案が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場

合，当該武力行使について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が

国政府の政策検討・意思決定の手法，政策検討上の関心事項，更には我

が国の今後の対応等を正確に予測し，自国を利する形での効果的な外交

活動を行うことが可能となる。また，イラク情勢をめぐる我が国の認識

が明らかになることにより，イラク及びその周辺国その他関係国との間

での外交交渉において，当該関係国に対し，自国を利するための参考と

なり得る情報を与えることとなる。したがって．当該不開示部分を公に

することにより，関係国との交渉上不利益を被るおそれがある。

（り）これに対し，原告は．「『武力行使についての法的根拠』という一般

的な論理の話を秘密にすること自体，そもそも考え難い。国際法上の合

法性は国連等で隊論されている内容であり， 日本でも，当時の小泉首相

は（中略）と説明している。」（原告準備書面 (2) • 4 6 ページ）などと

して，被告の主張を批判するが，当該不開示部分に係る情報は，武力行

使についての法的根拠に係る一般的な記述や，米国による法的根拠に係

る主張，公開の場における議論の内容というものではなく，上記アのと

おり，武力行使の法的根拠についての我が国政府部内での検討内容，我

が国が特定の意図を持って関係各国との間で調整や外交努力を行ったこ

と並びにその調整・外交努力の具体的態様及ぴその結果について記載さ

-44 -



2016年 12 月 13 日 18 時 15分 舷譴局閾欝9 NO. 1485 P. 46/67 

れているものであるから，原告の主張は前提を誤るものである。

（エ）また，原告は，日本と他国との外交交渉について．「日本の外交努力」

（甲第 9 号証）に具体的に記載されている旨主張する（原告準備書面 (2)

•46 ページ）が，前記 (6) アでも述ぺたとおり，「日本の外交努力」（甲

第 9 号証）は，存在を公表しても差し支えない会談及び報道発表が羅列

されて•いるのに対して，当該不開示部分は，対イラク武力行使の法的根

拠をめぐる問題について特に注目すぺき調整・外交努力をとりあげ，我

が国がいかなる意図をもってかかる調整・外交努力を行ったかが記載さ

れているのであり，当該不開示部分と「日本の外交努力J （甲第 9 号証）

とは文書としての趣旨，性質が異なるものであって，両者を同列に扱う

ことはできないし，上記「日本の外交努力」に記載のある具体的事実の

み切り分けて開示することもできない。

（オ）さらに，原告は，「 5 5 人が語るイラク戦争J （甲第 1 1 号証）も挙

げて主張するが，これらは我が国政府として作成した文書ではなく性格

の異なるものである。また，原告は，「研究ノート 武力行使に関する

国連の法的枠組みの有効性」（甲第 1 4 号証）も挙げて主張するが，公

開の場における議論の内容や公開されている米国等の政策，武力行使に

係る学説を紹介・検討し，武力行使に関する国連の法的枠組みの有効性

を検討している甲第 1 4 号証に対して，当該不開示部分には．対イラク

武力行使の法的根拠をめぐる問題についての我が国の検討，及ぴ我が国

がこの問題について関係各国との間で行った調整や外交努力等に焦点を

当てた詳細な検証結果．具体的には，武力行使の法的根拠についての我

が国政府部内での検討内容，我が国が特定の意図を持って関係各国との

間で調整や外交努力を行ったこと並びにその調整·外交努力の具体的能

様及びその結果が記載されているのであり，両者は内容，性質の異なる

文書であって，同列に扱うことはできない。
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（力）加えて，原告は，「不開示部分の記載分量は 1 頁にも濶たない程度で

あり，上記公表資料以上に詳細な情報が記載されているとは考えにくい」

と主張するが（原告準備書面 (2) • 4 7 ページ），不開示部分の分呈を

明らかにすることで，他の項目との比較において我が国が検証に当たっ

て当該項目をどの程度重視していたか推察することが可能となり，我が

国が当時判断を行う上で重視した視点，論点，関心車項を推察すること

が可能となるため，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることから，

分呈を明らかにすることはできず，実際に明らかにしていない。そのた

め，「 1 頁にも満たない程度」であることを前提とする原告の主張は，

前提を欠くものである。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記第 1 で述ペ

たとおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

我が国の今後の外交交渉事務に支障を及ぼすおそれがある点について

は，被告準備書面 (2) 第 3 の 13 (4) (3 1 ページ）で述ぺたとおりである。

また，原告は，「国際法上の合法性は国連等で公に厳論されている内容

であり，関係各国の見解や外交行為も外務省調査月報（甲 1 4) で詳細に

紹介されているが，これによって『我が国の今後の外交交渉事務』に『支

障』は生じていない。」などと主張するが（原告準備書面 (2) • 4 7 ペー

ジ），当該不開示部分に係る記述が公開の場における議論の内容というも

のではないこと，及び「研究ノート 武力行使に関する国連の法的枠組み

の有効性」（甲第 1 4 号証）は我が国政府として作成した文書ではなく，

本件文書 1 とは性格の異なるものであることは，上記イのとおりであるか
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ら，原告の主張には理由がない。

(14) 項目「武力行使の支持の理由」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

NO. 1485 P. 48/67 

当該不開示部分には，当時の我が国を取り巻く安全保障環境等の情勢と

いった具体的かつ詳細な考慮事項を含む，我が国による対イラク武力行使

支持の具体的な理由·考慮事項が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

（ア）当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，他国との交渉上不

利益を被るおそれがあることは，被告準備書面 (2) 第 3 の 14(2) ア (3

1 及び 3 2 ページ）で述べたとおりであるが，更にこの点についてふえ

んすると，一国の外交政策を予測するに際しては，国際情勢そのものや，

従前の我が国の対応そのもののみを見ても正確な予測を行い得るもので

はなく，いかなる事項に着目し，いかなる理由から政策決定を行ったの

かという点に着目することが重要であり，我が国政府自身が行った検証

の結果としての対イラク武力行使に関する我が国の意思決定理由・考庶

事項の具体的かつ詳細な内容が公にされることとなれば，将来的にいず

れかの国が武力行使に及ぶ事態が発生し，我が国としての立場・政策を

策定する必要が生じた場合，当該武力行使について直接・間接の利害関

係を有する関係国が我が国政府の政策検討・意思決定の手法，政策検討

上の関心事項，更には我が国の今後の対応等を予測するに際して，国際

情勢や従前の対応のみを根拠とするよりも正確な予測を行うことが可能

となり，その結果， 自国を利する形での効果的な外交活動を行うことが

可能となるのであり，その際には，他国との外交交渉上我が国が不利益

を被るおそれが生じる。これに加えて，当該不開示部分に，対イラク武

カ行使支持に当たっての考怠事項の 1 つである，当時の我が国を取り巻

く安全保障環境等の情勢が含まれていることも併せれば，取り分け，安
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全保障に関する問題その他の問題で我が国と緊張関係に立つ関係国との

交渉上不利益を被るおそれがあることは明らかである。

（イ）これに対し，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性は

なんら具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを

指すのかが全く不明確である」，「『関係国』ないし『他国』についても

なんら具体的な特定がなされておらず」，「日本が交渉上の不利益を被

る具体的な蓋然性が認められる余地はない」などと主張する（原告準備

書面 (2) • 4 9 ページ）。しかしながら，「類似の事案」及び「関係国」

の意味するところや，「類似の事案」の発生が十分に想定されることに

ついては前記 2 で述ぺたとおりであり，原告の上記主張は失当である。

ゥ情報公開法 5 条 5 号の不腸示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述ぺた

とおりであり，公にすることにより，同省内での率直な意見交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

この点，原告は，「被告は，『報告の主なポイント』（甲 4 の 2) として，

本件文香 1 の主なポイントについて外務省のウェプサイト上で公開してい

る。このことからすれば，『公にしないことを前提としていなかった』部

分が存在することは明白である」として，本件文書 1 について公にしない

ことを前提としていた旨の被告の主張は成り立ち得ない主張である（原告

準備書面 (2) • 5 0 及び 5 1 ページ）旨主張する。

しかしながら，そもそも，「報告の主なポイン．卜」は，前記 (6) アのと

おり，他国との交渉上不利益を被らず，また，他国との信頼関係を損なわ

ない範囲でできる限り公表すぺきとの方針に基づき，本件文書 1 の内容を

精査した結果，新たに作成され，公表されるに至ったものであり，本件検

証の当初から（一部であれ）公表することが予定されていたということで
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はない。また，「報告の主なポイント」は，上記のとおり，弊害のない範

囲で作成されたものであって，本件文書 1 の単なる抜き書きではないし，

特に，我が国による対イラク武力行使支持の具体的な理由·考慮事項が記

載されている当該不開示部分の記述は，「報告の主なポイント」（甲第 4

号証の 2) には記載されていない。以上のとおりであるから，原告の上記

主張は失当である。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

外交事務の適正な遂行に支障を及ぽすおそれがあることについては，被

告準備書面 (2) 第 3 の 14(4) (3 2 ページ）で述べたとおりである。

この点，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのか

が全く不明確である」とか，「被告の主張は『これらの情報を我が国の今

後の対応を推察するための参考として用いる』主体について明らかにして

おらず，『外交事務の適正な遂行に支障を及ぽす』具体的な蓋然性につい

てなんら主張立証できていないも同然である」などと主張する（原告準備

書面 (2) • 5 1 及び 5 2 ページ）。

しかしながら，「類似の事案」及びその際の「我が国の今後の対応を推

察するための参考として用いる」主体である「関係国」の意味するところ

や，「類似の事案Jの発生が十分に想定されることについては，前記 2 で

述べたとおりである。しかも，前記イで述べたとおり，当該不開示部分に

は，対イラク武力行使支持に当たっての考慮事項の 1 つである，当時の我

が国を取り巻く安全保障環境等の情勢に関する記述が含まれていることか

ら，取り分け，安全保障に関する問題その他の問題で我が国と緊張関係に

立つ関係国との交渉上不利益を被るおそれがあると主張しており，このこ

とは，我が国外交事務の適正な遂行に支障を及ぽす蓋然性があることの根

拠ともなるのである。したがって，「類似の車案」が何を指すのか不明で
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あり，「これらの情報を我が国の今後の対応を推察するための参考として

用いる」主体も不明であるとして，外交事務の適正な遂行に支障を及ぽす

蓋然性が何ら主張立証されていないとの原告の主張は失当である。

(15) 項目「国民への説明責任についての検証：国会．広報等」に係る不開示

部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，イラク問題をめぐる我が国の対応に関し，国民への

説明責任を果たすとの観点から外務省内で行われた説明責任を果たすため

の具体的手法や目指すべき国民の理解の在り方に関する検討，及ぴ具体的

なメッセージを含む広報活動の態様，国会儀員への説明等の具体的な取組

について，その効果も含めた詳細な検証結果が記載されている。

なお，前記 (6) アのとおり，「報告の主なポイントJ （甲第 4 号証の 2)

は，対イラク武力行使当時の外務省内における検討や政策決定過程の検証

及び検証から得られた教訓について，他国との交渉上不利益を被らず，ま

た他国との信頼関係を損なわない範囲でできる限り公表すべきとの方針に

基づき，当該文書の内容を精査した結果，新たに作成され，公表されるに

至ったものであり，本件文書 1 の単なる抜き書きではないため，当該文書

の記述内容と同一の部分とそうでない部分とを区別することは容易では

ないのであって，上記「報告の主なポイント」において「本件に対する国

民の理解を得るための広報の重要性は早くから認識されており，また，ホ

ームページを含め種々の努力が払われてきた」との記載があるからといっ

て，当該不開示部分について直ちに開示すべきであるという関係は成り立

たない。また，当該不開示部分の記載が具体的かつ詳細である点において

も，上記「報告の主なポイント」とは一線を画すものである。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

(7) 当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，他国との交渉上不
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利益を被るおそれ，我が国の安全が害されるおそれがあることは，被告

準備書面 (2) 第 3 の 15 (2) ア (3 3 ページ）で述ぺたとおりであるが，

更にふえんすると，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事案が発生

し．我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，当該武力

行使について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が国の対応を推

察するに際しては，国際情勢そのものや既に公開されている従前の我が

国の対応そのもののみを見ても正確な予測を行い得るものではなく，我

が国がいかなる事項等を重視していたかが重要であり，我が国政府自身

が行った対イラク武力行使の問題に係る検証の結果として外務省内で行

われた説明責任を果たすための具体的手法や目指すべき理解の在り方に

関する検討．及び具体的なメッセージを含む広報活動の能様，国会議員

への説明機会や内容等の具体的な取組について，その効果等も含めた詳

細な検証結果が公にされることとなれば，上記で述べた類似の事案に際

して関係国が我が国の対応を予測するに当たり，国際情嬰や既に公開さ

れている従前の対応のみを根拠とするよりも正確な予測を行うことが可

能となり，その結果，自国を利する形での効果的な外交工作活動を行う

ことが可能となるのであり．その際には，他国との交渉上不利益を被る

おそれが生じる。

・（イ）これに対し，原告は「『国民への広報』の内容はすでに公開されてい

るjと主張するが（原告準備書面 (2) • 5 3 ページ）．当該不開示部分

の記載内容は．上記アのとおり．国民への説明賓任を果たすとの観点か

ら外務省内で行われた説明頁任を果たすための具体的手法や目指すべき

理解の在り方に関する検討．国会議員への説明内容．その効果も記載さ

れており．これらの具体的な検討·説明内容や効果に関する政府として

の評価は公開されているものではない上，一部に公開されている情報が

含まれているとしても，その記載内容は取捨選択を経たものであること
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に留意する必要がある。

（り）さらに，原告は．「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなん

ら具体的な根拠に基づくものではない」．「『類似の事案』がなにを指す

のかが全く不明確である」．「『関係国』と主張するが．なんら具体的な

特定がなされておらずJ.「日本が交渉上の不利益を被る具体的な葱然

性が認められる余地はない」などと主張する（原告準備書面 (2) • 5 3 

及び 5 4 ページ）。しかしながら，「類似の事案J及び「関係国」の意

味するところや，「類似の事案」の発生が十分に想定されることについ

ては前記 2 で述ぺたとおりであり，原告の上記主張は失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。特に．我が国による対イ

ラク武力行使支持の具体的な理由·考慮事項が記載されている当該不開示

部分の記述と，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) の記載とは一

線を画すものであることについては．前記アで述べたとおりである。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

外交事務の適正な遂行に支障を及ぽすおそれがあることについては，被

告準備書面 (2) 第 3 の 15(4) (3 4 ページ）で述べたとおりである。

この点．原告は．「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」．「『類似の車案』がなにを指すのか

が全く不明確である」とか．「被告の主張は『我が国政府の対応を推察す

る手がかりとする』主体について明らかにしておらず．『外交事務の適正

な遂行に支障を及ぼす』具体的な薔然性についてなんら主張立証できてい

ないも同然である」などと主張する（原告準備書面 (2) • 5 6 ページ）。
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しかしながら，「類似の事案」及びその際の「我が国の今後の対応を推

察するための参考として用いる」主体である「関係国」の意味するところ

や，「類似の事案Jの発生が十分に想定されることについては，前記 2 で

述べたとおりであり，原告の主張は失当である。

(16) 項目「情報収集・分析」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，外務省の情報収集·分析の検証から導き出された教

訓と今後の取組についての記述であり，情報源や情報収集能力，情勢分析

について改善すぺき点，収集·分析した情報の効果的活用のための改善策

等について具体的に記載されている。その中には，対イラク武力行使に際

して収集を目指していた特定の情報の収集に関する具体的態様やそれに対

する改善策を含む評価も含まれる。

なお，原告は，「この項目については， A4 の 1 頁足らずの分呈である」

としているが（原告準備書面 (2) • 5 7 ページ），不開示部分の分呈を明

らかにすることで，他の項目との比較において我が国が検証に当たって当

該項目をどの程度重視していたか推察することが可能となり，ひいては我

が国が当時判断を行う上で重視した視点，論点，関心事項を推察すること

が可能となるため，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることから，

分量を明らかにすることはできず，実際に明らかにしていない口そのため，

「 1 頁足らずの分呈である」ことを前提とする原告の主張は，前提を欠く

ものである口

また，前記 (6) アのとおり，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2)

は，対イラク武力行使当時の外務省内における検討や政策決定過程の検証

及び検証から得られた教訓について，他国との交渉上不利益を被らず，ま

た他国との信頼関係を損なわない範囲でできる限り公表すべきとの方針に

基づき，当該文書の内容を精査した結果，新たに作成され，公表されるに
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至ったものであり，本件文書 1 の単なる抜き書きではないため，当該文書

の記述内容と同一部分とそうでない部分を区別することは容易ではないの

であって，上記「報告の主なポイント」において情報収集・分析に関する

記載があるからといって，当該不開示部分について直ちに開示すべきであ

るという関係は成り立たない。また，当該不開示部分の記載が具体的かつ

詳細である点においても，当該不開示部分の記載は上記「報告の主なポイ

ント」とは一線を画すものである。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，国の安全が害される

おそれ，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることについては，被告

準備書面 (2) 第 3 の 16(2) (3 5 ページ）で述ぺたとおりであるが，更に

ふえんすると，我が国の情報収集・分析能力等が明らかとなれば，我が国

が現に有する，我が国に対する脅威の存在や費威の度合いを測る能力が明

らかとなるのであり，我が国の安全保障にとって深刻な問題が生じる。情

報収集はあらゆる外交交渉の基礎となるものであり，外交政策に多大な影

響を与える。我が国の情報収集・分析能力に関心を有する国は多く存在す

るのであり，その能力が，特に我が国と安全保障に関する問題はもとより，

何らかの問題で緊張関係に立つ関係国に対して明らかとなった場合には，

交渉に際してこれらの情報が当該関係国を利する形で用いられ，また場合

によっては我が国の外交政策を不当に誘導する工作が行われ得ることは，

容易に想定されることである。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述ぺた

とおりであり，公にすることにより，同省内での率直な意見交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また，「報告の主なポイ
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ント」に記載の要素とは具体的かつ詳細である点において当該不開示部分

の記載は一線を画すものである点については，前記アのとおりである。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

（ア）外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることについては，

被告準備書面 (2) 第 3 の 16(4) (3 6 ページ）で述ぺたとおりである。

（イ）この点，原告は，「どのような国との，どのような交渉において， ど

のような不利益が生じ得るのかについて何ら具体的な主張をするもので

はなく，『交渉上不利益を被るおそれ』や『外交事務の適正な遂行に支

障が生じるおそれ』の具体的な蓋然性が認められる余地はない」，「報

告の主なポイント」において，「情報収集源や今後情報源として活用す

べき関係先を明らかにしているのであるから，本件文書 1 を公表したと

しても．『情報収集事務の適正な遂行に支障を及ぽすおそれ』の具体的

な蓋然性はない」，「情報源そのものを明らかにすることと，当該情報

源から得た情報の内容を明らかにすることは全く別問題であ」り，「こ

れらを峻別することなく，一律不開示としており，その決定は明らかに

合理性を欠いている」などと主張する（原告準備書面 (2) • 5 9 及び 6

0 ページ）。

しかしながら，安全保障上の問題その他の何らかの問題で緊張関係に

立つ関係国との交渉上不利益を被るおそれがあることについては，前記

イで述ぺたとおりである。また．「報告の主なポイント」（甲第 4 号証

の 2) において情報収集・分析に関する記載があるからといって，当該

不開示部分について直ちに開示すべきであるという関係は成り立たない

こと，当該不開示部分が具体的かつ詳細である点において上記「報告の

主なポイント」とは一線を画すものである点については，上記アのとお

りである。

さらに，情報収集源，情報の内容のいずれを公にした場合でも．信頼
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関係が損なわれ，今後，かかる情報収集源等からの協力を得られなくる

おそれがあり，我が国政府の情報収集事務の適正な遂行に支障を及ぽし，

もって我が国の安全に支障が生じ得るおそれがあることに変わりはな

し＼。

したがって，原告の上記主張は，いずれも失当である。

(17) 項目「政策決定・実施」に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分は，対イラク武力行使支持という政策決定·実施に関す

る記述であり，当時の外務省と関係省庁等との連携・調整状況及びいかな

る連携・調整の機会が意思決定の上でいかなる役割を果たしたか等の評

価，我が国と米国との連携状況及びその外交的効果，我が国と米国以外の

関係各国との連携状況及びその外交的効果並びに外務省の政策決定過程，

具体的には省内での眺論の態様や具体的に検討が行われた我が国の方針の

具体的内容等に関する評価及び今後の教訓等が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

(7) 当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，他国と信頼関係が

損なわれるおそれ，他国との交渉上不利益を被るおそれがあることは，

被告準備書面 (2) 第 3 の 17(2) ア (3 6 及ぴ 3 7 ページ）で述べたとお

りであるが，更にこの点についてふえんすると，一国の外交政策を予測

するに際しては，国際情勢そのものや既に公開されている従前の我が国

の対応そのものだけを見ても正確な予測を行うことは困難であり，いか

なる事項に着目し，いかなる理由から政策決定を行ったかという点こそ

が重要であって，我が国政府自身が行った検証の結果としての対イラク

武力行使に関する我が国政府部内での検討の内容やその態様，教訓等の

具体的かつ詳細な内容が公にされることとなれば，将来的にいずれかの

国が武力行使に及ぶ事案が発生し，我が国としての立場・政策を策定す
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る必要が生じた場合，当該武力行使について直接・間接の利害関係を有

する関係国が我が国政府の政策検討・意思決定の手法．政策検討上の関

心事項，更には我が国の今後の対応等を予測ずるに際して，国際情勢や
従前の対応のみを根拠とするよりもより正確に予測することが可能とな

り，その結果，自国を利する形での効果的な外交活動を行うことが可能

となるのであり，その際には，他国との外交交渉上我が国が不利益を被

るおそれが生じる。

（イ）また，原告は，関係各国との連携状況等については，「報告の主なポ

イントJ （甲第 4 号証の 2) において公表されている旨，オランダが調

査結果として公表した報告書において，政策の経緯を詳細に公表してい

る旨を指摘し，我が国が同様の情報内容を開示したからといって関係各

国との信頼関係が損なわれる具体的な蓋然性はないと主張する（原告準

備書面 (2) • 6 2 ページ）。

しかしながら，前記 (6) アのとおり，上記「報告の主なポイント」は．

対イラク武力行使当時の外務省内における検討や政策決定過程の検証及

ぴ検証から得られた教訓について，他国との交渉上不利益を被らず，ま

た，他国との信頼関係を損なわない範囲でできる限り公表すべきとの方

針に基づき，当該文書の内容を精査した結果，新たに作成され．公表さ

れるに至ったものであり．本件文書 1 の単なる抜き書きではないため，

当該文書の記述内容と同一部分とそうでない部分を区別することは容易

ではないのであって．上記「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2)

において情報収集・分析に関する記載があるからといって．当該不開示

部分について直ちに開示すべきであるという関係には立たない。また，

当該不開示部分の記載が具体的かつ詳細である点においても．当該不開

示部分の記載は，上記「報告の主なポイント」とは一線を画すものであ

る。
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また，前記 (9) イ（イ）のとおり，他国の調査内容については，他国の立

場で，他国特有の視点に基づいて行われたものであって，我が国が行っ

た検証とは目的や手法を含め全く別個のものであり，我が国が行った本

件検証と同列に論じることはできず，本件文書 1, ひいては本件検証の

内容を公にした場合に生じる影響を検討するに当たって，他国の調査結

果及びその公表内容をもって，我が国における本件検証の内容について

も同様に公表すぺきという結論が導き出されるものではない。

（り）さらに，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなん

ら具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指す

のかが全く不明確である」，「『関係国』及び『イラク（…）の周辺国」

についてもなんら具体的な特定がなされておらず」，「日本が交渉上の

不利益を被る具体的な蓋然性が認められる余地はない」などと主張する

（原告準備書面 (2) • 6 1 及び 6 2 ページ）。しかしながら，「類似の事

案」及び「関係国」の意味するところや，「類似の事案」の発生が十分

に想定されることについては前記 2 で述ぺたとおりであり，「関係国」，

イラクの「周辺国」を特定していないとして被告の主張を諭難する原告

の主張は，前記 (3) イで述ぺた中東情勢の性質を踏まえないものである

から，原告の上記主張はいずれも失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また，「報告の主なポイン

ト」に記載の要素とは具体的かつ詳細である点において当該不開示部分の

記載は一線を画すものである点については，前記イのとおりである。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性
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外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることについては，被

告準備書面 (2) 第 3 の 17(4) (3 8 ページ）で述べたとおりである。

この点，原告は，「将来的に類似の車案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのか

が全く不明確である」とか，「『他国』についてもなんら具体的な特定が

なされておらず」，「日本の今後の外交交渉事務に支障をきたす具体的な

蓋然性が認められる余地はない」などと主張する（原告準備書面 (2) • 6 

4 ページ）。

しかしながら，「類似の事案J及び「関係国」の意味するところや，「類

似の事案」の発生が十分に想定されることについては，前記 2 で述ぺたと

おりであり，原告の主張は失当である。

(18) 項目「国民への説明責任Jに係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，外務省が実施してきたイラク問題に関する各種広

報活動及び国会厳員等への説明に関する，その効果も含めた検証結果，今

後に向けた改善点等についての提言等が記載されている。

なお，前記 (6) アのとおり，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2)

は，対イラク武力行使当時の外務省内における検討や政策決定過程の検証

及び検証から得られた教訓について，他国との交渉上不利益を被らず，ま

た他国との信頼関係を損なわない範囲でできる限り公表すべきとの方針に

基づき，当該文書の内容を精査した結果，新たに作成され，公表するに至っ

たものであり，本件文書 1 の単なる抜き書きではないため，当該文書の記

述内容と同一部分とそうでない部分を区別することは容易ではないので

あって，上記「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) において「本件

に対する国民の理解を得るための広報の重要性は早くから認識されてお

り，また，ホームページを含め種々の努力が払われてきた」との記載があ
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るからといって，当該不開示部分について直ちに開示すべきであるという

関係は成り立たない。また，当該不開示部分の記載が具体的である点にお

いても，当該不開示部分の記載は，上記「報告の主なポイント」とは一線

を画すものである。

イ 情報公開法 5 条 3 号の不開示情報該当性

(7) 当該不開示部分に係る情報を公にすることにより，他国との交渉上不

利益を被るおそれ，我が国の安全が害されるおそれがあることは，被告

準備書面 (2) 第 3 の 18 (2) ア (3 8 及び 3 9 ページ）で述べたとおりで

あるが，更にふえんすると，将来的にいずれかの国が武力行使に及ぶ事

案が発生し，我が国としての立場・政策を策定する必要が生じた場合，

当該武力行使について直接・間接の利害関係を有する関係国が我が国の

対応を推察するに際しては，国際情勢そのものや既に公開されている従

前の我が国の対応そのものを見ても正確な予測を行い得るものではな

く，我が国がいかなる事項等を重視していたかが重要であり，我が国政

府自身が行った検証の結果として外務省内で行われた説明責任を果たす

ための具体的手法や目指すぺき理解の在り方に関する検討，イラク問題

に関する広報活動の具体的な取組，及び改善に向けた提言が公にされる

こととなれば，上記で述ぺた類似の事案に際して関係国が我が国の対応

を予測するに当たり，国際情塾や既に公開されている従前の対応のみを

根拠とするよりも正確な予測を行うことが可能となり（今後に向けた提

言が含まれており，今後の我が国の対応を予測することが一層可能とな

る），その結果，自国を利する形での効果的な外交工作活動を行うこと

が可能となるのであり，その際には，他国との外交交渉上我が国が不利

益を被るおそれが生じる。

（イ）これに対し，原告は「『国民への広報』の内容はすでに公開されてい

る」と主張するが（原告準備書面 (2) • 6 6 ページ），当該不開示部分
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の記載内容は，上記のとおり，イラク問題に関する各種広報活動及び国

会議員等への説明に関する，その効果も含めた検証結果，今後に向けた

改善点等についての具体的な提言等が記載されており，これらがそのま

ま公開されているというものではない。「報告の主なポイント」（甲第

4 号証の 2) においては，「国民への説明方法等につき，一層の改善を

する余地があると思われる。」と，抽象的な記述にとどめているが，当

該不開示部分においては，このような抽象的な記述ではなく，具体的な

提言が記載されている。

（り）また，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」，「『同種の問題』がなにを指すの

かが全く不明確である」，「『関係国』及び『イラク（…）の周辺国」に

ついてもなんら具体的な特定がなされておらずJ,「日本が交渉上の不

利益を被る具体的な蓋然性が認められる余地はない」などと主張する（原

告準備書面 (2) • 6 6 ページ）。しかしながら，「類似の事案」及び「関

係国」の意味するところや，「類似の事案Jの発生が十分に想定される

ことについては前記 2 で述べたとおりであり，また，「関係国」，イラ

クの「周辺国」を特定していないとして被告の主張を論難する原告の主

張は，前記 (3) イで述ぺた中東情勢の性質を踏まえないものであるから，

原告の上記主張はいずれも失当である。

ウ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性

当該不開示部分に係る情報が．公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また，我が国による対イラ

ク武力行使支持の具体的な理由·考怠事項が記載されている当該不開示部

分の記述は，「報告の主なポイント」（甲第 4 号証の 2) に記載の要素と
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は一線を画すものである点については，前記アのとおりである。

工 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

外交車務の適正な遂行に支障を及ぽすおそれがあることについては，被

告準備書面 (2) 第 3 の 18(4) (4 0 ページ）で述べたとおりである。

この点，原告は，「将来的に類似の事案が発生するとの蓋然性はなんら

具体的な根拠に基づくものではない」，「『類似の事案』がなにを指すのか

が全く不明確である」とか，「被告の主張は『我が国政府の対応を推察す

る手がかりとする』主体について明らかにしておらず，『外交事務の適正

な遂行に支障を及ぽす』具体的な蓋然性についてはなんら主張立証できて

いないも同然である」，「どのような国との， どのような交渉において，

どのような不利益が生じ得るのかについて何ら具体的な主張ができないこ

とを自認したも同然であ」るなどと主張する（原告準備書面 (2) • 6 9 ペ

ージ）。

しかしながら，「類似の事案」及びその際の「我が国政府の対応を推察

する手がかりとする」主体である「関係国」の意味するところや，「類似

の事案」の発生が十分に想定されることについては，前記 2 で述べたとお

りである。また，安全保障その他の問題で我が国と緊張関係に立つ関係国

が，我が国の対応を妨害すべく我が国国内世論工作等を行う上での参考と

して用いたり，主に広報活動に関する提言から，我が国の今後の対応を推

察するための参考として用いることが容易に想定される。したがって，原

告の上記主張は失当である。

(1 9) 参考資料 2 （検証チーム名簿）に係る不開示部分

ア 不開示部分の情報内容

当該不開示部分には，検証チームの構成員のうち，全体総括者を除く構

成員の氏名及び当時の肩書が記載されている。

イ 情報公開法 5 条 5 号の不開示情報該当性
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当該不開示部分に係る情報が，公にしないことを前提とした外務省内で

の率直な意見交換に基づき記載されたものであることは，前記 1 で述べた

とおりであり．被告準備書面 (2) 第 3 の 19(2) (4 0 及ぴ 4 1 ページ）で

述ぺたとおり，公にすることにより，同省内の率直な意見交換又は意思決

定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。

なお，石川和秀在アメリカ合衆国大使館特命全権公使の氏名及び肩書に

関しては，検証体制に関して可能な限りの説明を国民に対して行うとの観

点から，全体を総括する者であったことから．同人の氏名及び肩書のみ公

開してきたものであり，他の構成員に関しては事情が異なる。

また，当該検証チーム構成員は．当該検証に際して行われた議論の全体

を把握している者であり，誰がどのような意見を述ぺたのかが明らかにな

らない場合であっても，本件検証に関する情報を得ようとする者等から構

成員に対して不当な働きかけ（エ作活動）が行われるおそれが存在する。

さらに，当時の肩害が公開されることとなれば．この種の作業が行われ

る際に関与する人員の所属部署が推定されることとなり，将来同種の作業

が行われる際に外交工作の対象とすべき人員が推測され，外務省内の外交

交渉に関する率直かつ忌憚のない意見交換が困難となり．今後の政府部内

における協議，検討．検証等の事務を行うに際し．多大な支障が生ずるこ

ととなるだけでなく．現在その地位に就く者に引継ぎがなされていること

を前提に．本件検証に関する情報を得ようとする者等から．当該職員に対

して不当な働きかけが行われ得る。

ウ 情報公開法 5 条 6 号の不開示情報該当性

外交事務の適正な遂行に支障を及ぽすおそれがあることについては．被

告準備書面 (2) 第 3 の 19(4) (4 1 ページ）で述ぺたとおりであり，当時

の肩書が公開されることとなれば，この種の作業が行われる際に関与する

人員の所展部署が推定されることとなり．将来同種の作業が行われる際に
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外交工作の対象とすぺき人員が推測され，外務省内の外交交渉に関する率

直かつ忌憚のない意見交換が困難となり，今後の政府部内における協議，

検討，検証等の事務を行うに際し，多大な支障が生ずることとなるだけで

なく，現在その地位に就く者に引継ぎがなされていることを前提に，本件

検証に関する情報を得ようとする者等から，当該職員に対して不当な働き

かけが行われ得る。

第 3 結語

以上のとおり，本件文書 1 の不開示部分に係る不開示決定は適法であり，本

件文書 1 に係る原告の請求には理由がない。

以上
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